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－１－ 

平成２９年第４回鳴沢村議会定例会会議録 

平成２９年１２月１２日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集さ

れた。 

１、応招議員 

   １番 三 浦 直 樹     ２番 渡 辺 圭 一 

   ３番 小 林 清 一     ４番 小 林 昭 一 

   ５番 渡 邊 政 司     ６番 渡 邊 明 雄 

   ７番 三 浦 利 雄     ８番 小 林 利 雄 

   ９番 佐 藤 博 水    １０番 欠     員 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

   １番 三 浦 直 樹     ２番 渡 辺 圭 一 

   ３番 小 林 清 一     ４番 小 林 昭 一 

   ５番 渡 邊 政 司     ６番 渡 邊 明 雄 

   ８番 小 林 利 雄     ９番 佐 藤 博 水 

４、欠席議員 

   ７番 三 浦 利 雄 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 副村長 渡邊昭訓 

 教育長 渡辺千秋 総務課長 渡辺一博 

 税務課長 渡辺英博 企画課長 渡辺安司 

 福祉保健課長 三浦寿得 住民課長 渡辺 積 

 振興課長 木暮富人 会計管理者 佐藤政中 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 小林昭博 

 議会事務局書記 渡辺和彦 



－２－ 

７、会議事件 

 議案第３８号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一 

       部を改正する条例を定める件 

 議案第３９号職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改 

       正する条例を定める件 

 議案第４０号鳴沢村職員定数条例の一部を改正する条例を定める 

       件 

 議案第４１号鳴沢村職員給与条例の一部を改正する条例を定める 

       件 

 議案第４２号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定める件 

 議案第４３号平成２９年度鳴沢村一般会計補正予算（第４号） 

 議案第４４号平成２９年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算 

       （第３号） 

 議案第４５号平成２９年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第 

       ２号） 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  議案第３８号職員の分限に関する手続及び効果に関 

             する条例の一部を改正する条例を定め 

             る件 

 日程第５  議案第３９号職員の懲戒の手続及び効果に関する条 

             例の一部を改正する条例を定める件 

 日程第６  議案第４０号鳴沢村職員定数条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

 日程第７  議案第４１号鳴沢村職員給与条例の一部を改正する 

             条例を定める件 



－３－ 

 日程第８  議案第４２号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を 

             定める件 

 日程第９  議案第４３号平成２９年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第４号） 

 日程第１０ 議案第４４号平成２９年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第１１ 議案第４５号平成２９年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第２号） 

 日程第１２ 一般質問 

 

  



－４－ 

◎議長挨拶 

議長（佐藤博水君） 皆さん、おはようございます。 

  平成２９年第４回定例会開会に先立ちまして、ご挨拶申し上げ

ます。 

  本日ここに平成２９年第４回鳴沢村議会定例会へのご参集をお

願いいたしましたところ、議員の皆様には、ご多忙の折、出席

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  北朝鮮による大陸間弾道ミサイル発射や、小型木造船の漂流や

漂着など、様相不明な出来事により、沿岸の漁業関係者はやり

場のない怒りと不安を募らせており、打開策は見えそうにもあ

りません。 

  しばらく検討されてきました天皇陛下の退位は、２０１９年４

月３０日、皇太子様が５月１日に即位され、即日改元されるこ

とが決まり、元号を使う行政組織等のコンピュータシステムの

変更などもゴールデンウイーク時と重なり、混乱は避けられそ

うかなと思われます。 

  師走も中旬となり、今年も残すところあとわずかとなりました。

冬将軍の訪れとともに寒さも厳しくなり、インフルエンザの流

行も始まっている地域もあるようでございます。体調管理には

くれぐれもご留意され、さらに議員活動に励まれますようお願

いいたしたいと思います。 

  さて、今回の議案は、条例改正、平成２９年一般会計並びに特

別会計の補正予算等であります。慎重審議いただきますようお

願い申し上げまして、挨拶といたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午前１０時０２分 

議長（佐藤博水君） ただいまから、平成２９年第４回鳴沢村議会

定例会を開会いたします。 



－５－ 

  ここで、欠席議員の報告をいたします。 

  三浦利雄議員から、本会議への欠席届が提出されております。 

  ただいま出席議員は８名で定足数に達しておりますので、地方

自治法第１１３条の規定により、会議は成立します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（佐藤博水君） ここで、村長より定例会招集に際しての挨拶

を受けます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 年月が過ぎるのは早いもので、平成２９年も

残り少なくなり、気ぜわしい時期となりましたが、本日、平成

２９年第４回鳴沢村議会定例会をお願いしたところ、１名の欠

席での開会となりましたが、寒さも厳しくなりますが、お互い

に風邪など引かないよう気をつけたいものです。 

  さて、今年を振り返ってみますと、全国では地震や噴火、台風

や豪雨により災害が発生し、尊い人たちが亡くなったり、行方

不明となっておりますが、我が鳴沢村では、天候不順による農

家の方が生育不良や病気で厳しかったようですが、災害もなく、

大雨と倒木だけで年を越せるような気がいたします。これも、

議会を初め、村民の皆様によるご協力、ご支援のたまものと、

深く感謝を申し上げます。 

  さて、今定例会には、５件の条例改正と３件の補正予算を上程

させていただきます。どうか慎重審議の上、可決くださいます

ようお願い申し上げ、来年が鳴沢村、また村民の皆様にとって

よい年であるようご祈念申し上げまして、開会に当たっての挨

拶といたします。どうかよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） これより日程に入ります。 



－６－ 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（佐藤博水君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

小林清一君、小林昭一君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（佐藤博水君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育長

に対し、説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布した

とおり、説明員の報告がありましたのでご了承願います。 

  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による例月現金出納検査の結果について、お手元に配布したと

おり報告がありました。 

  報告書の内容については朗読を省略いたします。 

  次に、議員派遣については、お手元に配布したとおりでありま

す。 

  ご出席いただいた議員各位には、大変ご苦労さまでした。 

  次に、地方自治法第１９９条第１項の規定による、平成２９年

度行政監査について、監査委員から監査結果の報告を求めます。

監査委員 渡邊明雄君。 

監査委員（渡邊明雄君） 地方自治法第１９９条第１項の規定に基

づき実施しました行政監査について報告いたします。 

  １１月２２日及び２４日の２日間、代表監査委員の梶原先勝氏

及び私で、事業の執行状況、補助金交付事務、入札事務の３項

目について、行政監査を行いました。 



－７－ 

  事業執行状況については、平成２９年度における全２５１項目

のうち、１００万円以上、かつ１０月３０日現在で執行率が５

０％を下回る事業を抽出し、その中の３１事業を対象として、

事業執行状況調査票により所属長から資料を求め、説明を聴取

する方法で審査しました。 

  補助金交付事務については、平成２８年度一般会計において、

一補助事業者について５０万円以上の補助金を交付している１

７事業を対象とし、所属長から補助金交付申請書および交付決

定通知などの一連の書類の提出を求めて説明を聴取し、鳴沢村

補助金等交付規則等に基づいて、交付事務が適正に行われてい

るか審査しました。 

  入札事務につきましては、平成２９年度において、１０月末日

までに執行された１０件の入札を対象とし、一連の書類の提出

を求めるとともに、総務課長より説明を聴取し、鳴沢村財務規

則等に基づいて、事務が適正に行われているか審査いたしまし

た。 

  この行政監査の結果につきましては、同条第９項の規定により、

１１月２４日付で村長及び議長へ報告書を提出しております。 

  詳細につきましては、過日議長名で同報告書の写しが全議員に

配布されておりますので、説明は省略させていただきます。 

  以上で、行政監査の報告を終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で、行政監査の結果報告を終わります。 

  次に、平成２９年第３回定例会において議決した、各委員会の

閉会中の継続調査の報告を求めます。議会運営委員会副委員長 

小林昭一君。 

議会運営委員会副委員長（小林昭一君） 議会運営委員会の閉会中

の継続調査について報告をさせていただきます。 

  平成２９年第３回定例会において、本会議の会期日程等、議会



－８－ 

の運営に関する事項について継続調査を要する旨を議長に対し

申し出、９月２２日の本会議において議決された件についての

報告であります。 

  １２月１日及び５日の午前１１時より、議員控室において委員

会を招集いたしました。 

  １日は委員４名、５日は委員３名と、両日ともに議長、説明の

ために総務課長、職務のために議会事務局長及び書記の出席が

ありました。 

  まず、１２月１日の委員会で決定された事項については、次の

３項目です。 

  １、会期は本日より１２月１８日までの７日間とし、詳細は配

布済みの日程表のとおりとすること。 

  ２、議案付託は配布済みの議案付託表のとおりとすること。 

  ３、一般質問通告期限は、１２月４日午後５時までとすること。 

  以上であります。 

  次に、１２月５日の委員会で決定された事項については、次の

１項目です。 

  １、１２月４日午後５時に通告が締め切られた４名４件の一般

質問通告書の取り扱いについて、小林清一議員の通告書は、本

人に通告の取り下げを検討してもらうことが妥当という答申を

議長に行うこと。 

  以上であります。 

  以上で議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を終

了いたします。 

議長（佐藤博水君） 総務教育厚生常任委員長 小林昭一君。 

総務教育厚生常任委員長（小林昭一君） 総務教育厚生常任委員会

の閉会中の継続調査について報告をさせていただきます。 

  平成２９年第３回定例会において、所管事務の調査について継



－９－ 

続調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２２日の本会議に

おいて議決された件についての報告であります。 

  １０月２７日午後７時より委員会を招集いたしました。 

  委員全員と、職務のために議会事務局長及び書記の出席があり

ました。 

  招集に係る事件は、保育所保護者会役員との意見交換について

の１件です。 

  委員会開催に先立って、保育所において保育所保護者会役員の

方々と座談会を開催し、保育所のことや子育て全般に関して、

ご意見やご要望を伺いました。 

  座談会終了後に、議員控室で委員会を開催し、意見を聴取した

保護者会役員の方々から挙げられたご意見やご要望について協

議を行いました。 

  協議を行った結果、保育所駐車場の排水対策、保育士の増員等

の検討、村の自然を有効活用した遊び場の整備などについて、

今後開催される議員協議会へ、総務教育厚生常任委員会から協

議事項として提案することに決定しました。 

  以上で総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査についての

報告を終了いたします。 

議長（佐藤博水君） 建設産業経済常任委員長 三浦直樹君。 

建設産業経済常任委員長（三浦直樹君） 建設産業経済常任委員会

の閉会中の継続調査について報告をさせていただきます。 

  平成２９年第３回定例会において、所管事務の調査について継

続調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２２日の本会議に

おいて議決された件についての報告であります。 

  １２月１１日午後３時３０分より、議員控室において委員会を

招集いたしました。 

  委員全員と議長、会議事件説明のため振興課長、土木担当２名、
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職務のため議会事務局長及び書記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、平成２９年度道路工事等の進捗状況につい

ての１件です。 

  会議では、担当課より、平成２９年度に行われた、また現在行

われている村道工事などについて、工事名、場所、工事概要、

工期、請負金額及び請負業者等の説明と進捗状況等の報告を聴

取いたしました。 

  以上で建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての

報告を終了します。 

議長（佐藤博水君） 広報常任委員長 小林清一君。 

広報常任委員長（小林清一君） 広報常任委員会の閉会中の継続調

査について報告させていただきます。 

  平成２９年第３回定例会において、所管事務の調査について継

続調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２２日の本会議に

おいて議決された件についての報告であります。 

  １０月２４日午後１時３０分より、議員控室において広報常任

委員会を開催しました。 

  委員全員と、職務のために議会事務局長及び書記の出席があり

ました。 

  招集に係る事件は、なるさわ議会だより第３０号（案）につい

ての１件です。 

  既にごらんいただいたと思いますが、議会だより第３０号につ

いて、レイアウトや掲載する記事の内容などについて協議し、

先月１１月１日に全戸配布いたしました。 

  今回の議会だよりでは、平成２８年度決算認定の記事をトップ

項目とし、また総務教育厚生常任委員会による神楽保存会との

座談会や、議会から村長へ要望書を提出した件についても特集

として掲載いたしました。 



－１１－ 

  以上で広報常任委員会の閉会中の継続調査の報告を終了いたし

ます。 

議長（佐藤博水君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（佐藤博水君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月１８日までの７日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は、本日から１２月１８日までの７日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第３８号職員の分限に関する手続及び効果 

            に関する条例の一部を改正する条 

            例を定める件 

議長（佐藤博水君） 日程第４、議案第３８号職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を定める件を

議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺一博君） 議案第３８号職員の分限に関する手続及

び効果に関する条例の一部を改正する条例を定める件について、

提案理由をご説明申し上げます。 

  本条例改正は、地方公務員法の改正に伴い、職員の意に反する

降給に関し、必要な事項を条例で定める必要があるため、条例

改正を行うものであります。 

  議案の１ページをごらんください。 

  第１条の改正点は、「この条例の目的」を「趣旨」に改め、法
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第２７条第２項を条文に加え、職員の意に反する降給の事由に

ついても規定するものであります。 

  第２条は、降給の種類を降格及び降号とし、第３条で降格の事

由を、第４条で降号の事由を新たに定めるものであります。 

  具体的には、第３条で規定する降格の事由は、第１号で、人事

評価、または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよ

くない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されてい

る職務を遂行することが困難であると認められるとき、第２号

で、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれ

に堪えない場合、第３号で、職員がその職務の級に分類されて

いる職務を遂行することについての適格性を判断するに足りる

と認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場

合は、第２条に基づき、職務の級を同一の給料表の下位の職務

の級に変更する降格を、第４条で規定する降号の事由について

は、人事評価、または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務

実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されて

いる職務を遂行することが可能であると認められる場合におい

て、必要があると認めるときは、第２条に基づき、給料表の号

給を同一の職務の級の下位の号給に変更する降号についてを新

たに定めるものであります。 

  また、現行の第２条を第５条に、第３条を第６条に、第４条を

第７条に、第５条を第８条に繰り下げ、あわせて語句の整理を

行うものであります。 

  なお、附則として、施行期日は公布の日から施行し、平成２８

年４月１日から適用するものであります。 

  以上で議案第３８号の提案理由の説明を終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第３９号職員の懲戒の手続及び効果に関す 

            る条例の一部を改正する条例を定 

            める件 

議長（佐藤博水君） 日程第５、議案第３９号職員の懲戒の手続及

び効果に関する条例の一部を改正する条例を定める件を議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺一博君） 議案第３９号職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例の一部を改正する条例を定める件について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本条例改正は、地方公務員法等の規定に基づき、制定内容を改
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める必要があるため、条例改正を行うものであります。 

  この職員の懲戒の手続及び効果につきましては、法律に特別の

定めがある場合のほか、条例で定めることとなっており、国及

び県から提示された条例案に準じて定められているものであり

ますが、現在の条例は一部内容に誤りがあったため、改正を行

うものであります。 

  議案の１ページをごらんください。 

  第１条の改正点は、「この条例の目的」を「趣旨」に改め、

「関し規定することを目的とする。」を「ついて必要な事項を

定めるものとする。」に改めるものであります。 

  第３条、減給の効果につきましては、減給の後に「の期間は」

を追加し、「１月」を「１日」に、「給料及びこれに対する勤

務地手当の合計額」を「とし、この期間においては、給料の額」

に改めるものであります。 

  第４条、停職の効果につきましては、第３条同様に「１月」を

「１日」に改め、第２項で句読点を追加して整理を行い、第３

項中「給与は」を「、いかなる給与も」へ改めるものでありま

す。 

  なお、附則として、施行期日は公布の日から施行するものであ

ります。 

  以上で議案第３９号の提案理由の説明を終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。８番 小林利

雄君。 

８番（小林利雄君） 第４条で、「１月」を「１日」以上となって

いますが、１日とか２日の停職とは、どのようなときに適用ご

ざいますか。 

議長（佐藤博水君） 総務課長。 
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総務課長（渡辺一博君） 第４条で１日以上６月以下とするという

ふうになっていますが、この期間が６ヶ月あるわけなんですが、

程度により軽いものについて１日ということで、逆の意味では、

ある意味厳しくなっているということになります。 

  具体的には、委員会を組織しまして、その中でこの停職の効果

というのを決めていきますので、軽いものということで理解し

ていただければと思います。 

議長（佐藤博水君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 軽いものとなると、停職はあり得ないと思う

んです。だから、１日、２日というのはあり得ないと思うんで

すが、その点はどうなんですか。 

議長（佐藤博水君） 総務課長。 

総務課長（渡辺一博君） これは、先ほど説明の中でありましたが、

もとの地方公務員法のほうで定められていまして、それが今現

在の鳴沢村の条例では１ヶ月以上ということになっているんで

すが、もとの法律ですか、そちらのほうで１日以上ということ

で、それに合わせたということになります。 

  （「暫時休憩」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２８分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

議長（佐藤博水君） 再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 
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  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

  （「暫時休憩」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

議長（佐藤博水君） 再開いたします。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３９号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第４０号鳴沢村職員定数条例の一部を改正 

            する条例を定める件 

議長（佐藤博水君） 日程第６、議案第４０号鳴沢村職員定数条例

の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 
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  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺一博君） 議案第４０号鳴沢村職員定数条例の一部

を改正する条例を定める件について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  職員の定数につきましては、従来から厳しい行財政環境のもと、

多様化する行政需要に対応した効率的な行政運営を図るため、

常に行財政全般にわたる点検を積極的に行いつつ、新たな行政

需要等への対応や、住民サービスの維持向上に配慮しながら、

その運用に努めてまいったところであります。 

  本条例改正につきましては、職員数の限度を示す定数が行政需

要の実態と乖離しているため、部局間での職員定数を見直す必

要があるため、条例改正を行うものであります。 

  議案の１ページをごらんください。 

  第１条、趣旨の改正点は、「学校の職員」を「学校その他の教

育機関の職員」に改め、第２条、職員定数では、第１号の「村

長の事務部局の職員」を４０人から５０人とし、地方公営企業

法及び消防組織法に基づく除外職員の規定を削除するものであ

ります。 

  第２号の「議会の事務部局の職員」は、合計３人を２人とし、

第３号の「教育委員会の事務部局の職員」は「教育委員会の事

務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の

職員」と改めて定数は８人とし、第４号から第７号までの各種

委員会等の事務部局の職員につきましては、「書記」もしくは

「事務職員」の記述を削除し、それぞれの事務部局の職員を兼

務とするものであります。 

  第８号につきましては、第３号と一本化を図ることから、削除

するものであります。 

  具体的には、村長部局の職員は１０人増加し、議会及び教育委
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員会部局の職員は、それぞれ１人減少するものでありますが、

村長部局の増加数につきましては、各種委員会等の事務部局の

兼務職員数の合計である８人と、議会及び教育委員会部局の職

員減少分２人を合算した数値の増加であります。総定数である

６０人の増減は行わずに、あくまでも部局職員定数と行政需要

の実態との乖離を是正するため、各部局間で調整を行うもので

あります。 

  また、第２条に第２項を新設し、「任命権者は、前項各号に掲

げる職員のうちで休職を命ぜられた職員又は地方自治法第２５

２条の１７第１項の規定により、他の地方公共団体に派遣し、

若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員がある場合

においては、当該職員を定数外の職員とすることができる。」

を新たに規定するものであります。 

  第３条、定数の配分につきましては、先ほどの第２条第２項を

新たに規定するため、「前条各号」を「前条第１項各号」に改

めるなど、語句の整理を行うものであります。 

  なお、附則として、施行期日は公布の日から施行するものであ

ります。 

  以上、提案理由をご説明申し上げましたが、今後におきまして

も、行政改革の推進という時代要請の中で、定数管理のより一

層の適正運用はもとより、簡素で効率的な行政運営を図りつつ、

地域経営の視点に立って、住民福祉の向上に努めてまいります。 

  以上で議案第４０号の提案理由の説明を終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 
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  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４０号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４１号鳴沢村職員給与条例の一部を改正 

            する条例を定める件 

議長（佐藤博水君） 日程第７、議案第４１号鳴沢村職員給与条例

の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺一博君） 議案第４１号鳴沢村職員給与条例の一部

を改正する条例を定める件についてご説明申し上げます。 

  人事院の平成２９年８月８日付の給与に関する勧告並びに一般

職国家公務員の給与改定、山梨県職員の給与改定等に鑑み、鳴

沢村職員給与条例についても一部を改正する必要があることか

ら、所要の改正を行うものであります。施行日の関係で、第１

条と第２条に分かれています。 

  改正内容についてご説明させていただきますが、引用規定の整

理や字句を変更するものなどの条項につきましては、割愛させ
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ていただきますので、ご理解をお願いいたします。 

  改正条例の１ページをごらんください。 

  条例第４条中第１項は、職責に応じた職務内容の分類を明確化

するものです。続いて、第５条第５項中は、職員の昇給等につ

いての条項ですが、職員の昇給の判断に懲戒処分等を考慮する

ことを加えたものであります。 

  続いて、２ページ下段の第７条の２第２項は、管理職手当の上

限額を近隣市町村の状況を鑑み、１５％から２０％に改正する

ものであります。 

  続いて、３ページをごらんください。 

  条例第９条の２第１項第１号の医師及び歯科医師の初任給調整

手当を４１万３，８００円から４１万４，３００円に、医学ま

たは歯学の専門的な知識が必要となる職員について、５万６０

０円から５万７００円へ所要の改正をするものであります。 

  続いて、第１７条第１項の勤勉手当については、人事評価の結

果を適切に給与に反映するために、所要の改正を行うものです。 

  次に、第１７条第２項第１号の勤勉手当を一般の職員は０．８

５月から０．９５月に、特定幹部職員は１．４０月から１．４

５月に、再任用職員は０．４月から０．４５月へ所要の改正を

行うものであります。 

  これらの改正により、平成２９年１２月期の期末勤勉手当は、

２．２２５月から２．３２５月へ０．１月分の増額となり、平

成２９年度の期末勤勉手当の合計は、年間で４．４ヶ月分とな

ります。 

  ５ページから６ページは、山梨県の指導により、別表第１と別

表第１の２について、職員の職務を給料表の各等級に分類する

際の具体的な基準となる等級別基準職務表の改正を行い、別表

第３では、国の基準に合わせた号給に改正するものであります。 
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  ７ページから１１ページは、行政職給料表及び看護・保健職給

料表を改正し、国家公務員の俸給表に準じて改めるものであり

ます。平均改定率は０．２％の引き上げ改定となります。 

  続きまして、１２ページをごらんください。 

  第２条の改正は、第１７条第２項第１号で、平成３０年４月１

日以降適用される勤勉手当は、今回引き上げた０．１月分を６

月と１２月期に振り分けるため、一般の職員は０．９５月から

０．９０月に、特定幹部職員は１．１５月から１．１０月に、

再任用職員は０．４５月から０．４２５月へ改正するものであ

ります。これにより、平成３０年度の年間期末勤勉手当は、平

成２９年度と同様に、４．４月分となります。 

  最後に、１３ページをごらんください。 

  施行期日は、附則第１項で、第１条の改正は公布の日から施行

し、第１条中条例第９条の２第１項第１号及び第２号並びに別

表第２から別表第２の２までの給料表と初任給調整手当を改正

するものです。また第２条の改正は、平成３０年４月１日から

施行するものであります。 

  附則第２項で、第１条の給与条例の改正を平成２９年４月１日

に、勤勉手当の改正は、同年１２月１日に遡及して適用するも

のであります。 

  以上で議案第４１号の提案理由の説明を終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第４２号鳴沢村税条例の一部を改正する条 

            例を定める件 

議長（佐藤博水君） 日程第８、議案第４２号鳴沢村税条例の一部

を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。税務課長。 

税務課長（渡辺英博君） 議案第４２号鳴沢村税条例の一部を改正

する条例を定める件につきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

  今回の条例改正につきましては、以前の地方税法等の改正に伴

う引用条項、改正漏れの整理及び字句の訂正並びに近隣市町村

の条例や現状と照らし合わせて、税条例の見直しを行うもので

あります。また一部遡及適用する規定もございますが、税金を

過去にさかのぼって増税する等の納税者に不利益となるもので

はなく、現状の課税状況と一致させるものでありますので、ご

承知ください。 

  ページをめくっていただき、新旧対照表をごらんください。 
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  税条例の改正内容についてご説明させていただきますが、引用

条項の整理や字句の訂正をするものなどの規定につきましては、

割愛させていただきますので、ご理解をお願いします。 

  ８ページの第３２条をお願いします。 

  こちらは、個人均等割の税率の軽減規定でありますが、地方税

法第３１１条において、市町村は均等割の額を条例の定めると

ころによって軽減することができると規定されておりますが、

近隣市町村でも山中湖村で規定が残っているだけで、その他の

４市町村及び県内でもほとんどの市町村で既に削除されている

状況ですので、同様に削除するものであります。 

  ２１ページの第５１条第１項をお願いします。 

  こちらは、村民税の減免規定でありますが、第５号の政党又は

政治団体及び第６号の特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人とも呼

ばれているもの）について、近隣市町村でも山中湖村で第５号

の政党又は政治団体の規定が残っているだけで、その他の４市

町村及び県内でもほとんどの市町村で既に削除されている状況

ですので、同様に削除するものであります。 

  また、同じページの第５１条第２項の、村民税の減免申請の提

出期限の規定でありますが、現行では、納期限までに申請書を

提出しなければならないとなっておりますが、近隣市町村でも

忍野村以外の４市町村及び県内でもほとんどの市町村で納期限

前７日までに申請書を提出しなければならない規定となってお

りますので、村民税以外の固定資産税、軽自動車税、特別土地

保有税についても、減免申請の提出期限を納期限前７日に変更

するものであります。 

  ２８ページの第５４条第７項をお願いします。 

  こちらは、固定資産税の納税義務者等のみなし規定であります

が、家屋に取りつけられ、家屋と構造上一体となって家屋の効
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用を高めるものについては、通常、家屋の一部として取り扱い

ますが、家屋の所有者と異なる者、例えば賃借人がコンビニな

どの貸し店舗等に施工した内装、造作、建築設備などについて

は、当該特定附帯設備を償却資産として、取りつけた者を納税

義務者とする規定の整備を行うもので、全ての近隣市町村で規

定されております。 

  ４０ページの第７０条第２項をお願いします 

  こちらは、固定資産税の納期前納付報償金の計算方法の規定で

ありますが、現行の規定では、第１期の納期限内に全額納付し

た場合は、第２期から第４期の全ての税額の合計に納期前に係

る月数を乗じる規定になっておりますが、本村での報償金の計

算方法は、第１期の納期限内に全額納付した場合には、第２期

から第４期の各期の税額に納期前に係る月数を乗じるため、端

数処理により報償金に違いが出てしまうことがあるため、実際

の計算方法の規定を整備するものであります。 

  ４６ページの第８６条をお願いします 

  こちらは、軽自動車税の証紙徴収の手続の規定でありますが、

現行の規定では、賦課期日後（４月２日以降）に標識（ナンバ

ープレート）を交付する場合においては、納税証紙、または現

金納付の方法によって徴収する規定となっておりますが、賦課

期日は４月１日であり、自動車税とは異なり年間課税のみであ

り、月割り課税はありません。そのため、４月２日以降に標識

（ナンバープレート）を交付した場合は、当該年度は全額課税

されないため、第８６条を削除するものであります。 

  ５８ページの第１４２条をお願いします。 

  こちらは、入湯税の課税免除規定でありますが、現行、第４号

のいきやりの湯の規定が現状と相違しております。またその他

の各号についても古い規定となっておりますので、近隣市町村
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を参考に、今回現状に合わせた規定に整備するものであります。 

  ６４ページの附則第１０条の２をお願いします。 

  こちらは、平成２４年度以降の税制改正により、地方税の特例

措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が地域

の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に

判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方

税特例措置（通称わがまち特例）」が導入されました。現在、

鳴沢村では、特例対象資産として、太陽光発電設備、風力発電

設備、水力発電設備、地熱発電設備等の６項を規定しておりま

すが、固定資産税の課税標準の特例措置の割合を条例において

定めることが地方税法では１９項規定されていること、また近

隣市町村でも地方税法と同様に全て規定しているため、今回１

９項を規定し、課税標準の特例措置の割合も近隣市町村と同様

に地方税法が定めた参酌基準の割合にするものであります。 

  ７２ページの附則第１３条の２をお願いします。 

  こちらは、市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の

特例規定であります。本来、都市計画区域に関係する規定であ

り、本村では今のところ適用はありませんが、県内の都市計画

区域外の町村でも規定されており、今後これらに関連する税制

改正があった場合に、改正漏れや改正間違いがないようにする

ため、今回規定するものであります。 

  最後に、８３ページの附則の第１条で、施行期日としまして、

この条例は公布の日から施行するものであります。ただし第１

号から第６号に掲げる規定は、現状の課税状況と一致させるた

め、当該各号に定める日から適用するものであります。 

  以上で議案第４２号の鳴沢村税条例の一部を改正する条例の説

明を終了します。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。８番 小林利

雄君。 

８番（小林利雄君） ３８ページの６７条の３、４，０００円を３，

９００円にして、１００円下げたというのはなぜですか。 

議長（佐藤博水君） 税務課長。 

税務課長（渡辺英博君） こちらは、１期から４期まで税額がある

んですが、４，０００円ですと、１，０００円ずつで全部割り

切れてしまいます。そうすると、１期から４期で徴収になるん

ですが、３，９００円の場合ですと、４期で端数が出てしまい

ます。ですから、３，９００円以下は１期で全部納めていただ

くという規定になっております。 

議長（佐藤博水君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４２号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９  議案第４３号平成２９年鳴沢村一般会計補正 

             予算（第４号） 

◎日程第１０ 議案第４４号平成２９年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１１ 議案第４５号平成２９年度鳴沢村介護保険特 

             別会計補正予算（第２号） 

議長（佐藤博水君） 日程第９、議案第４３号平成２９年度鳴沢村

一般会計補正予算（第４号）から、日程第１１、議案第４５号

平成２９年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第２号）まで

の３件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第４３号平成２９年度鳴沢村一般会計補

正予算（第４号）から、議案第４５号平成２９年度鳴沢村介護

保険特別会計補正予算（第２号）までの３議案につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２９年度の各会計歳入歳出予算の総額に、緊急を要するも

のとして、新たに４，９５５万６，０００円を追加し、一般会

計並びに特別会計予算総額を２９億１，０４８万１，０００円

とするものであります。 

  一般会計の主な歳出の概要につきましては、介護保険特別会計

繰出金４３８万３，０００円、自立支援給付助成事業２７５万

４，０００円、共通電算機整備・管理事業１７８万７，０００

円、戸籍住民基本台帳事務諸費１６５万３，０００円で、早急

に対応しなければならないものとして計上しております。 

  これらの事業実施に係る財源として、前年度からの繰越金６３

８万３，０００円、国庫支出金３８３万７，０００円を見込ん
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でおります。 

  鋭意事業を執行してまいりますので、議員各位におかれまして

も、特段のご理解、ご支援を賜りたいと存じます。 

  以上で議案第４３号から議案第４５号までの提案理由の説明を

終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第４３号から議案第４５号

までの３件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することにいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 一般質問 

議長（佐藤博水君） 日程第１２、一般質問を行います。 

  ここで、一般質問の通告取り下げの報告をいたします。 

  小林清一議員から一般質問通告の取り下げの申し出がございま

したので、これを許可いたしました。 

  質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

  渡邊政司君からの「鳴沢村を目的に訪れる観光客を増やしてい

くための観光案内用の資料づくりについて」の質問を許します。

５番 渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） 鳴沢村を目的に訪れる観光客を増やしていく

ための観光案内用の資料づくりについて、村長に伺います。 

  １１月に、道の駅のエポックホールで、「アグリツーリズムの

実践から」と題して、山梨大学の大学生による鳴沢村への提案

がありました。村外者による気づきや提案は、これからの観光

づくりに大変参考になるものです。 

  中でも、情報発信面では、道の駅インフォメーションに他の市

町村のパンフレットがあふれ、鳴沢村の発信ができていない。

また、ほとんどの観光客は鳴沢村を中継するだけで、目的地と
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して捉えていないとの指摘がありました。インフォメーション

がうまく機能していないことに、改めて気づかされました。 

  村の歴史・文化、天然記念物、魔王天神社、特産品等をホール

内に掲示して、もっと鳴沢村を全面的にアピールしていく必要

があります。村の観光スポットをアピールすることにより、鳴

沢村を目的に訪れる観光客を増やしていくことが期待できます。 

  観光案内するための資料（村の歴史、天然記念物、神社、動植

物等）が充実していれば、インフォメーションに掲示したり、

観光客にもアピールすることができます。観光案内用の資料づ

くりをするお考えはありますか。 

  また、鳴沢村に訪れたいという観光客を増やすために、ボラン

ティアガイドの育成と、道の駅を拠点とした観光マップを作成

する考えはありますか。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊政司議員の質問ですが、村内の歴史・文

化、神社、文化財などを紹介した観光案内用の資料を作成する

ことはどうかというご質問ですが、現在、村内の国指定の文化

財は、特別天然記念物の「溶岩樹型」を初め６件、県指定の文

化財が４件、村指定の文化財が６件あります。また最近、富士

五湖を訪れる観光客は、遊園地やスキー場などの施設だけでは

なく、「忠霊塔」新倉山浅間公園に大勢訪れております。 

  このようなことからも、以前の観光施設だけではなく、地元の

住民が余り意識していなかった里山の風景など、身近な神社・

仏閣が見直されている状況であるとも思っております。 

  今後は、文化財を所管する教育委員会や、地元の郷土史研究会

にご協力いただき、溶岩樹型がどのように形成されたのかなど

の資料づくりを行い、道の駅インフォメーションの職員による

村内の文化財の説明ができる態勢づくりを検討していきたいと
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思っております。 

  また、観光マップについては、富士五湖観光連盟の協力により、

富士五湖の８地域で作成中です。本村では、道の駅を拠点に溶

岩樹型、魔王天神社、道祖神、通玄寺など、３０分コースと６

０分コースを予定しております。 

  このほかに、ボランティアガイドの育成をという質問ですが、

この件につきましては、約１０年ほど前に、育成するため研修

会の募集をしたところ、３名の応募しかなく、研修会を実施し

なかった経緯があります。このようなことから、協力いただけ

る方のある程度の人数を確保する必要があろうかと思いますの

で、今後の検討課題とさせていただきます。 

  以上で政司議員への答弁させていただきます。 

議長（佐藤博水君） 渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） 観光マップ等と並行して、村内の文化財等を

説明する資料づくりも必要になります。観光マップの完成予定

と文化財等を説明する資料づくりの計画がありましたら伺いた

いと思います。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長。 

村長（小林 優君） 担当課長に答弁させますので、お願いします。 

議長（佐藤博水君） 企画課長。 

企画課長（渡辺安司君） 観光マップにつきましては、富士五湖観

光連盟の協力をいただきまして、８地域ということですが、富

士河口湖町ですと西湖、精進湖、本栖湖等がありますので、そ

ういった部分を含めて８地域で作成中でございます。 

  なお、本村につきましても、先ほど村長が答弁したように、３

０年の４月１日から、各観光施設で富士五湖の８地域で同時に

ほかの地域も含めまして、そういった観光マップを作成し、掲

示してＰＲしていくという予定になっております。 
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  また、歴史等の内容につきましても、先ほど村長が答弁したよ

うに、郷土史研究会、またそういった歴史等について詳しい方

の協力をいただきまして、あわせて資料づくりを行い、来年度

にインフォメーションのそういった掲示の仕方も、訪れる観光

客の方に見やすい形にしたいと予定しているところでございま

す。 

  以上です。 

議長（佐藤博水君） ５番 渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） 鳴沢村を目的とした観光客が増えれば、バイ

パス経由のブルーラインの増便も期待できます。また路線バス

の利便性も向上します。このように、観光に携わる人以外への

恩恵も生まれてきます。 

  村内の文化財等の説明ができる態勢づくりの早期実現をお願い

し、質問を終わります。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長。 

村長（小林 優君） これは答弁ではありませんが、１１月１８日

の県の町村会と山梨大学とのシンポジウムには、大勢の議員さ

んにも出席いただきありがとうございました。若い学生による

提案があり、私を初め、村内の若い人たちにも参考になったか

と思います。できることなら、村と山梨大学との包括的連携協

定を結び、村や農業と観光などの活性化に活用できないか、協

議しているところです。可能なときは、議員さん方のご支援、

ご協力をお願い申し上げます。 

  それと、来年の道の駅のインフォメーションでの資料配付は、

さっきも答弁したとおり、これは答弁になりますが、郷土史研

究会や郷土史会にお願いして、文章とかをつくってもらうので、

それができ上がってからの配布になりますので、それはご了解

のほどお願いいたします。マップはもう観光協会でつくっても
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らうことになっていますので、そっちはいいんですが、案内と

か歴史とかというのは、郷土史研究会や、いろいろな資料がで

き上がってから、観光マップとして一緒に置かせていただくこ

とになりますので、ご了承をお願いいたします。 

議長（佐藤博水君） 以上で渡邊政司君の一般質問を終わります。 

  次に、「日本広販跡地について」の質問を許します。８番 小

林利雄君。 

８番（小林利雄君） 日本広販跡地について、村長にお伺いいたし

ます。 

  日本広販跡地は、平成３年に山梨県の条例により、日本広販と

鳴沢村で協定書を交わし、ゴルフ場開発が始まりました。平成

９年までは動きがありましたが、その後約２０年間は大きな動

きもなく過ぎてしまいました。 

  平成２８年第２回定例会で、渡邊政司議員の質問に、申請者が

事業廃止届、また山梨県が許可の取り消しを行わない限り、新

たな開発は困難となっている状況で、また山梨県にも何度とな

く許可を取り消すようお願いしていると説明しております。こ

の問題が解決しない限り、村長公約の有効活用もよい話が来て

も前に進みません。 

  その後の進展はありましたか。進展がないときは、どのような

方法で解決をしますか。お伺いいたします。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 小林利雄議員の質問にお答えいたします。 

  日本広販の林地開発許可につきましては、以前から山梨県森林

環境部への相談や、今年７月、山梨県理事の市町村訪問時に相

談をさせていただきました。理事への相談につきましては、１

１月２２日の訪問時に、相談に対する回答をいただくことがで

きました。 
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  理事の回答としては、新たな開発を進めるためには、既存計画

の整理が必要であり、具体的には株式会社富士ビレッジカント

リークラブが預託している防災工事保証金の処理及び日本広販

株式会社からの開発行為廃止届の提出が求められるとのことで

あります。山梨県としては、防災工事保証金の処理にめどが立

てば、日本広販株式会社に事業の廃止届を提出するよう指導す

ることは可能とのことでした。 

  今後、具体的に新たな開発事業者があらわれた場合には、防災

保証金の扱いを新しい事業者と協議するとともに、山梨県とも

連絡を密に行い、問題の解決に努めていきたいと考えておりま

す。 

  また、当該地域は民有地であり、地主の皆さんが一体となって

の活用方法の検討をお願いするとともに、議員の皆様にも問題

解決に向けた指導やアイデアをいただければありがたいと思っ

ておりますので、ご協力のほどをお願いいたします。 

  以上で小林利雄議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤博水君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） ２０年以上たっても解決しない難しい問題で

す。日本広販解決特別委員会をつくり、弁護士とか有識者に参

加していただき、有能な副村長に委員長になってもらい、研究

して解決の糸口を見つけてください。その考えはありますか。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） いろいろな会を立ち上げて解決できるようで

したら、弁護士等もお願いしてありますけれども、そんなこと

を踏まえて、できる限りの委員会でも何でもと申しましても、

ある程度、委員会となると、マルにならなければ委員会の役目

というか、お願いすることもできないわけで、引き受けてくれ

る方もいないんじゃないかと思います。 
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  そのように、防災保証金がどういうふうな扱いになるのかとい

う問題とか、あの地域にはコンクリートの堰堤等もありますし、

道路がない状況です。これを地主の皆さんがどういうふうに解

釈、自分の土地を２割でも３割でも削ってもいいからと、そう

いう地主の方の協力がなければ、動くことにちょっと抵抗があ

ろうかと思いますので、その点もぜひご理解のほどをお願いい

たします。 

議長（佐藤博水君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 飲食店の請求も２年しないと無効になります。

常に相手に解決を呼びかけ、一日でも早く解決することを願い、

質問を終了します。 

議長（佐藤博水君） 以上で小林利雄君の一般質問を終わります。 

  次に、「イノシシ等獣害対策と捕獲後の処理は」の質問を許し

ます。１番 三浦直樹君。 

１番（三浦直樹君） イノシシ等獣害対策と捕獲後の処理について、

村長にお伺いします。 

  近年、害獣（イノシシ、鹿、猿）の生息区域が拡大し、また個

体数の増加もあって、農作物被害は増加しています。 

  猟友会が山の中で狩猟を行っているが、手が回り切らない状態

で、鹿、イノシシは集落に近い畑も荒らし、目撃もされていま

す。 

  電気柵や防獣ネットなどの対策も必要でありますが、行政が働

きかけ、実際に被害を受けている農家、または農業従事者に、

狩猟免許、主にわなですが、取得していただき、農業者主体の

駆除班を編成する必要があるのではないでしょうか。 

  また、現在、富士河口湖町の食肉加工施設、または富士吉田の

民営の食肉加工施設に頼っている鹿、イノシシの解体、精肉化

ですが、将来的には村内にも処理施設を設け、より資源化する



－３５－ 

ことも必要かと思われますが、いかがでしょうか。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 獣害の質問ですが、私より担当課長のほうが

数字的、いろいろな面でたけておりますので、担当課長から答

弁させていただきます。 

議長（佐藤博水君） 振興課長。 

振興課長（木暮富人君） 三浦直樹議員の質問にお答えいたします。 

  有害獣については、捕獲頭数の推移から、長期的に明らかな増

加傾向にあります。これは農業者の高齢化により、有害獣のす

みかになり得る耕作放棄地が増加していることなどが原因と考

えられます。これらの有害獣を原因とする農作物被害について

は、正確な数字は把握が困難ですが、明らかな増加傾向にあり、

農業者の営農意欲をそぐものでございます。 

  さて、質問のありました狩猟免許については、銃猟免許やわな

猟免許などの試験案内について、広報でお知らせしているほか、

実際に被害相談があった場合には、その都度狩猟免許の取得を

勧めておりますが、なかなか免許取得に至っていない現状でご

ざいます。 

  鳴沢村の農業者では、一般的に、有害獣の駆除は行政や猟友会

が行うべきものという意識が強いように感じております。一方、

猟友会については、狩猟者の高齢化が進み、将来的には現在の

捕獲数を維持できなくなると思われます。 

  このような状況も鑑みまして、質問にもありますように、駆除

は猟友会だけが行うのではなく、住民も関わる地域ぐるみでの

取り組みが重要で、そのような意識づけも今後は必要となって

きます。 

  全国的には、まさに地域ぐるみでの取り組みを行っている事例

もあるようですので、有効な方法について検討をさせていただ
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き、今後に活かしていきたいと考えております。 

  ２番目の質問の加工施設ですが、現在、捕獲したイノシシは、

さばいての自家用処理、鹿は富士吉田市の加工業者への処理委

託のほか、食肉に不適格なものは埋設処理を行っております。

富士河口湖町の加工施設に処理を委託している実績はございま

せん。 

  加工施設設置については、参考までに、富士河口湖町ジビエ処

理加工施設管理組合につきましては、設置費が約３，０００万

円ほどかかっております。収益の状況は、ジビエ肉売り上げ収

入約１９０万円に対し、鹿肉、イノシシ肉の仕入れ、加工費で

１７０万円と、若干の黒字となっているようですが、人員はボ

ランティアで賄っており、実質的には大幅な赤字になるようで

す。 

  当村で処理施設の導入を検討する場合、ただ単に導入するので

はなく、解体に必要となる適切な衛生管理の知識及び技術を要

している食肉処理業を営業することのできる人員の確保や、肉

の確保を含めた運営方法、ジビエ肉自体の需要も見きわめた上

での販路も十分に検討しなければなりません。 

  さきの新聞報道にもありましたように、先進的に取り組んでい

る県内自治体もございますので、将来に向けての参考とさせて

いただきたいと考えております。 

  以上で三浦直樹議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤博水君） １番 三浦直樹君。 

１番（三浦直樹君） 将来、検討させていただくということで、そ

の際ですが、村内に処理施設を設ける場合に、民営でやってい

ただくとして、補助や支援が村から考えられますか。それをお

伺いします。 

議長（佐藤博水君） 振興課長。 
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振興課長（木暮富人君） そのときの状況によって、さまざまな変

化があると思いますが、県の単独の補助金もございますので、

そういったものを活用しながら、村での補助も検討していきた

いと考えております。 

議長（佐藤博水君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 枝肉にするには、衛生管理の食肉処理許可が

必要で、この免許がないと解体できないので、そういう方がい

らっしゃるかどうかのほうが問題でありまして、精進にしても、

松風の滝口さん１人だけで解体がうまくいかないというふうに

伺っております。つくるのは、補助があったりして結構ですが、

そこで処理する方がおられるかどうかが一番問題だと思ってお

ります。 

議長（佐藤博水君） 以上で三浦直樹君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  議事の都合により、本会議は１２月１３日から１７日までの５

日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本会議は１２月１３日から１７日までの５日間を

休会することに決定いたしました。 

  なお、本会議は１２月１８日午後２時２０分から再開いたしま

す。 

  本日は以上で散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 
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散会 午前１１時２４分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

   平成２９年１２月１２日 

 

     議会議長 

 

     署名議員 

 

     署名議員 
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平成２９年第４回１２月１８日再開 

１、出席議員 

   １番 三 浦 直 樹     ２番 渡 辺 圭 一 

   ３番 小 林 清 一     ４番 小 林 昭 一 

   ５番 渡 邊 政 司     ６番 渡 邊 明 雄 

   ８番 小 林 利 雄     ９番 佐 藤 博 水 

２、欠席議員 

   ７番 三 浦 利 雄 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 副村長 渡邊昭訓 

 教育長 渡辺千秋 総務課長 渡辺一博 

 税務課長 渡辺英博 企画課長 渡辺安司 

 福祉保健課長 三浦寿得 住民課長 渡辺 積 

 振興課長 木暮富人 会計管理者 佐藤政中 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 小林昭博 

 議会事務局書記 渡辺和彦 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  議案第４３号平成２９年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第４号） 

 日程第４  議案第４４号平成２９年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第５  議案第４５号平成２９年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第２号） 

 日程第６  委員会の閉会中の継続調査の件 
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再開 午後２時２０分 

議長（佐藤博水君） 本会議再開に際して、欠席議員の報告をいた

します。 

  三浦利雄議員から本会議への欠席届が提出されております。 

  ただいま出席議員は８名で、定足数に達しておりますので、地

方自治法第１１３条の規定により、会議は成立します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（佐藤博水君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

渡邊政司君、渡邊明雄君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（佐藤博水君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  平成２９年第３回定例会以降に開かれました、一部事務組合議

会に関する事項の報告を求めます。 

  報告者は自席にて報告を行ってください。 

  鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会、６番 渡邊明雄

君。 

６番（渡邊明雄君） それでは平成２９年鳴沢・富士河口湖恩賜県

有財産保護組合の第３回定例会議と、それから第２回の臨時議

会が行われましたので、そのご報告をさせていただきます。 

  まず、第３回定例会についての報告をさせていただきます。 

  ９月１９日午前１０時より招集され、会議が行われました。 
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  議員１８名と、会議事件説明のために執行部２名の出席があり

ました。 

  本会議においては、まず会期が１９日の１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は８件で、主な内容は、平成２９年度一般会計歳入歳

出補正８５万減額し、総額１億６，４９３万４，０００円とす

る件。 

  それから、平成２８年度一般会計歳入歳出決算認定、歳入１億

５，２２９万４，０００円、歳出８，５６７万８，０００円、

差引額６，６６１万６，０００円の件。 

  平成２８年度美化協会計歳入歳出決算、総額９，０８９万８，

０００円を認定の件。 

  それから、組合長の選挙の件がありました。 

  組合長の選挙において、梶原先勝氏が当選されました。 

  以上で鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会第３回定例

会議についての報告を終了いたします。 

  続きまして第２回臨時議会についての報告をさせていただきま

す。 

  １０月２５日午後３時より招集され、会議が行われました。 

  議員１８名と、会議事件説明のために執行部２名の出席があり

ました。 

  本会議においては、まず会期が２５日の１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は６件で、主な内容は、補欠議員の議席の指定の件、

議長の選挙の件、委員会の所属についての件、監査委員の選任

同意の件であります。 

  議長の選挙により、渡辺秀之氏が当選されました。 

  監査委員に倉沢鶴義氏が、議会の選任同意をされました。 



－４２－ 

  以上で鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会の第２回臨

時議会についての報告を終了いたします。 

議長（佐藤博水君） 河口湖南中学校組合議会、４番 小林昭一君。 

４番（小林昭一君） 河口湖南中学校組合議会についての報告をさ

せていただきます。 

  平成２９年第２回河口湖南中学校組合議会定例会が、９月１９

日午後２時より招集され、会議が行われました。 

  議員１５名と教育委員５名、会議事件説明のために組合長の渡

辺喜久男富士河口湖町長を初め執行部８人及び湖南中学校校長

先生の出席がありました。 

  会議に先立ちまして、先般の火災事件について、教育長、学校

長からの説明がありました。 

  本会議においては、まず会期が１９日、１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は６件で、内容としましては、副議長の選挙について。 

  これは議長の指名推選により渡邊明雄氏が指名されました。 

  次に、専決処分の承認を求めることについて。 

  これは一般会計予算の総額に、歳入歳出それぞれ２８４万８，

０００円増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２億４，２８２万

９，０００円とするものです。 

  次に、平成２９年度河口湖南中学校組合一般会計補正予算議定

の件。 

  内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５３

万１，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億

４，４３６万円とする旨。 

  次に、平成２８年度河口湖南中学校組合一般会計歳入歳出決算

認定の件。 

  決算額は２億２，５１３万５，０００円とする旨です。 



－４３－ 

  次に、監査委員の選任に同意を求める件。 

  内容は、監査委員の任期満了及び辞職により、２名の方が選任

されました。富士河口湖町船津、小林賢治氏、富士河口湖町大

嵐、渡辺春雄氏です。 

  次に、教育委員の任命に同意を求める件。 

  大嵐地区の渡辺晴夫氏が任期満了を迎えるため、再任という形

で大嵐地区の教育委員に渡辺晴夫氏が任命されました。 

  いずれも原案のとおり可決されました。 

  続きまして、平成２９年第３回河口湖南中学校組合議会臨時会

が、１２月１日午後２時より招集され、会議が行われました。 

  議員１４名と教育委員５名、会議事件説明のために組合長の渡

辺喜久男富士河口湖町長を初め執行部８人及び湖南中学校校長

先生の出席がありました。 

  会議に先立ちまして、議長の選出が行われ、議長が古屋幹吉氏

に決まりました。 

  会議事件においては、まず会期が１日、１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は１件で、専決処分の承認を求めることについて。 

  これは一般会計予算の総額に、歳入歳出それぞれ７３万３，０

００円を増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２億４，５０９万

３，０００円とするものです。 

  原案のとおり可決されました。 

  以上で河口湖南中学校組合議会についての報告を終了いたしま

す。 

議長（佐藤博水君） 青木が原ごみ処理組合議会、２番 渡辺圭一

君。 

２番（渡辺圭一君） 青木が原ごみ処理組合議会について報告させ

ていただきます。 



－４４－ 

  平成２９年１１月２４日に召集され、９時半から会議が行われ

ました。 

  議員８名と、組合長以下執行部５名の出席がありました。 

  会議において、会期が１１月２４日、１日間と決定されました。 

  議長の選出について、鳴沢村議会議長の佐藤博水氏が議長に選

出されました。 

  平成２８年度青木が原ごみ処理組合一般会計歳入歳出予算につ

いて、協議いたしました。 

  歳入は３，２２２万３，０００円、歳出が２，２１８万９，０

００円、差額１，００３万４，０００円を次年度の繰り越しと

決定しました。 

  全会一致で承認されました。 

  以上で青木が原ごみ処理組合議会の報告を終わります。 

議長（佐藤博水君） 青木ヶ原衛生センター議会、３番 小林清一

君。 

３番（小林清一君） 青木ヶ原衛生センター、平成２９年第２回議

会定例会。 

  １１月２４日午前１１時より招集され、会議が行われました。 

  議員１０名と、会議事件説明のため管理者の渡辺喜久男富士河

口湖町長を初め、事件説明のため執行部６名の出席がありまし

た。 

  また、議長、副議長が辞職のため、議長、副議長の選挙があり

ました。 

  議長は、富士河口湖議会、小佐野快議員です。副議長は、鳴沢

の私になりました。 

  本会議においては、会期が２４日、１日間と決まりました。 

  会議事件は、認定、同意、それぞれ１件でした。 

  認定第１号平成２８年度一般会計歳入歳出決算の認定について。 



－４５－ 

  歳入総額６，６７１万３，０００円、歳出総額４，５５５万５，

０００円、歳入歳出差引額が２，１１５万８，０００円、原案

のとおり認定されました。 

  同意第１号は、の監査委員の欠員のため、監査委員選任の同意

を求める件でありました。 

  鳴沢村４２４２、渡辺圭一議員が選任され、全員に同意されま

した。 

  以上で青木ヶ原衛生センター議会においての報告を終了いたし

ます。 

議長（佐藤博水君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会、１番 

三浦直樹君。 

１番（三浦直樹君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会について

の報告をさせていただきます。 

  １０月２７日午後２時より招集され、第２回定例会が行われま

した。 

  議員２４名と、会議事件説明のために広域連合長、金丸一元南

アルプス市長を初め、事件説明のために執行部及び事務局１３

名の出席がありました。 

  最初に、新たに選出された議員７名の議席の指定があり、会期

は１日間と決定されました。 

  その後、欠員となった議会委員会委員に、上野原市、久嶋成美

議員が選任されました。 

  同意第１号山梨県後期高齢者医療広域連合副広域連合長に、鳴

沢村長、小林優氏が選任されました。 

  その後、就任の挨拶をいただきました。 

  同意第２号山梨県後期高齢者医療広域連合監査委員に、南部町、

望月藤一議員が選任されました。 

  認定第１号平成２８年度一般会計歳入歳出決算の認定について。 



－４６－ 

  歳入は予算現額４億９，３４２万１，０００円に対し、調定額、

収入済額いずれも４億９，３３２万４，１４０円。 

  主な内容は、広域連合職員の人件費及び維持管理費などに充て

る市町村からの事務経費の負担金並びに前年度からの繰入金で

あります。 

  歳出は、予算現額４億９，３４２万１，０００円に対し、支出

済額４億６，７４５万１，４７８円、不用額は２，５９６万９，

５２２円。 

  主な内容につきましては、広域連合職員の派遣元市町村への人

件費負担金、事務所等の借り上げ料及び特別会計への繰出金で

す。 

  認定第２号平成２８年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について。 

  歳入合計、予算現額９８９億３，９４８万２，０００円に対し、

調定額は９９３億９，９２４万３，２４９円、収入済額は９９

３億９，０７４万２，３１４円。 

  なお、収入未済額の８３９万１，６２４円は、被保険者の所得

更正などに伴う負担区分変更による医療費返還金等の未納分で

す。 

  歳入の主なものは、市町村で収納した保険料、国・県・市町村

が負担すべき定率負担金及び現役世代からの支援金です。 

  歳出は、予算現額９８９億３，９４８万２，０００円に対し、

支出済額９６８億８，３７８万４１８円、不用額は２０億５，

５７０万１，５８２円となります。 

  主な内容は、被保険者に対する入院、外来、調剤、歯科等の医

療給付費用です。 

  いずれも原案のとおり認定することに決定しました。 

  承認第１号専決処分の報告及び承認を求めることについて（平



－４７－ 

成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））です

が、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５８７万１，

０００円を増額し、それぞれ５億５２５万３，０００円とする

ものです。 

  原案のとおり承認することに決定しました。 

  議案第７号平成２９年度一般会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５８７万

１，０００円を増額し、それぞれ５億５２５万３，０００円と

するものです。 

  議案第８号平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０

億６，９１０万９，０００円を増額し、それぞれ１，０１４億

５，３８１万５，０００円とするものです。 

  いずれも原案のとおり可決することに決定しました。 

  以上で山梨県後期高齢者医療広域連合議会についての報告を終

了いたします。 

議長（佐藤博水君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第４３号平成２９年度鳴沢村一般会計補正 

            予算（第４号） 

◎日程第４ 議案第４４号平成２９年度鳴沢村国民健康保険 

            特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第５ 議案第４５号平成２９年度鳴沢村介護保険特別 

            会計補正予算（第２号） 

議長（佐藤博水君） 日程第３、議案第４３号平成２９年度鳴沢村

一般会計補正予算（第４号）から日程第５、議案第４５号平成

２９年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第２号）までの３

件を一括して議題といたします。 



－４８－ 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長、渡邊政司君。 

予算決算常任委員長（渡邊政司君） 今定例会におきまして予算決

算常任委員会に付託された、議案第４３号平成２９年度鳴沢村

一般会計補正予算（第４号）から議案第４５号平成２９年度鳴

沢村介護保険特別会計補正予算（第２号）までの３議案につき

まして、審査いたしました経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い本日開催し、付託案件

の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された３議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（佐藤博水君） 以上で委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員で構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでおります

ので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略と

することに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４３号から議案第４５号までの３件を一括して



－４９－ 

採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。 

  議案第４３号から議案第４５号までの３件は、委員長の報告の

とおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（佐藤博水君） 起立全員です。したがって、議案第４３号か

ら議案第４５号までの３件は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（佐藤博水君） 日程第６、委員会の閉会中の継続調査の件を

議題といたします。 

  議会運営委員会副委員長、総務教育厚生常任委員長、建設産業

経済常任委員長、広報常任委員長から、会議規則第７１条の規

定により、委員会の閉会中の継続調査申出書が提出されており

ます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長

からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） 以上で本定例会に付議された案件の審議は全

て終了しました。 

  お諮りいたします。 



－５０－ 

  会議規則第４１条の規定による整理を、議長に委任されたいと

思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本定例会に付

議された事件は、その整理を議長に委任することに決定しまし

た。 

  これにて平成２９年第４回鳴沢村議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後２時４２分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

   平成２９年１２月１８日 

 

     議会議長 

 

     署名議員 

 

     署名議員 

 


	0000鳴沢村表紙
	平成29年第4回鳴沢村議会定例会会議録
	1218T11鳴沢村H29年12月定■２号－議名・本文・署名【校正1】

